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�愛媛県告示第６号
狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

狂犬病予防法施行細則の一部を改正する規則

狂犬病予防法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第８４号）の一

部を次のように改正する。

第３条から第８条までを削る。

第９条第１項中「様式第２号」を「様式第１号」に改め、

同条を第３条とする。

第１０条を第４条とし、第１１条中「別記様式第３号」を「様

式第２号」に改め、同条を第５条とする。

第１２条第１号中「様式第４号」を「様式第３号」に改め、

同条第２号中「様式第５号」を「様式第４号」に改め、同条

を第６条とする。

第１３条を第７条とする。

様式第１号を削る。

様式第２号中「第９条」を「第３条」に改め、同様式を様

式第１号とする。

様式第３号中「第１１条」を「第５条」に改め、同様式を様

式第２号とする。

様式第４号中「第１２条」を「第６条」に改め、同様式を様

式第３号とする。

様式第５号中「第１２条」を「第６条」に改め、同様式を様

式第４号とする。

附 則

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の日前に行った定期注射及びそれ以外の

予防注射の実施状況報告については、改正後の狂犬病予防

法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

�愛媛県告示第４０９号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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規 則

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１９４１１１ 社会福祉法人宇和島福祉協会
宇和島市三浦東４１２２
番地４ 緒 賀 正 輝 児童居宅介護 ヘルパーステーショ

ンネット
北宇和郡松野町豊岡
４５９４番地

平成１８年
３月１３日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２１８１１０ 社会福祉法人宇和島福祉協会
宇和島市三浦東４１２２
番地４ 緒 賀 正 輝 身体障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンネット

北宇和郡松野町豊岡
４５９４番地

平成１８年
３月１３日

毎週（火・金）曜日発行 第１７４４号 平成１８年３月２２日
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公 告
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�愛媛県告示第４１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市

計画道路の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁にお

いて公衆の縦覧に供する。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１１号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００２３８１１７ 社会福祉法人宇和島福祉協会
宇和島市三浦東４１２２
番地４ 緒 賀 正 輝 知的障害者居

宅介護
ヘルパーステーショ
ンネット

北宇和郡松野町豊岡
４５９４番地

平成１８年
３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市鴨川二丁目６３５番３から

同市鴨川二丁目７６４番１まで

旧 ８．８～１７．３ ０．２０７

新 １２．３～２６．９ ０．２０７

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第８３号

平成１８年３月１０日
伊予郡砥部町高尾田３２９番１

千葉県松戸市松飛台１０８番地
ハイムミッドランドＡ－３０５号
大 野 亨

１７松局建（開）第８４号

平成１８年３月１３日
伊予市下吾川字南西原１６６８番及び１６７１番１

伊予市下吾川１６５８番地１
新 山 幹 夫

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年３月８日 ＮＰＯ法人
障害者サポートセンター西条 久 門 貞 雄 愛媛県西条市小松町北川６２番地

７
この法人は、主に西条市内の障害を持つ人
々が地域で自立して生活出来るまちづくり
の実現を図るため、障害を持つ人々の自立
支援のサポートを行う事業を行い社会の利
益の増進に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年３月２２日 第１７４４号
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選挙管理委員会告示

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長藤波武男から次

のとおり争議行為を行う旨の通知が平成１８年３月８日あった

ので公表する。

平成１８年３月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１８年度賃金引き上げ・夏季一時金・その他

２ 日時 平成１８年３月３０日正午以降本問題が完全解決に至

るまでの間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 創精会 松山市美沢一丁目１０の３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３の４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１の１の
２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１８年３月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１３，３１７

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２６７

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，８８７

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

八幡浜市・西宇和郡 ４５，６１５ １５，２０５

新 居 浜 市 １０３，３５４ ３４，４５２

西 条 市 ９４，１４４ ３１，３８２

大 洲 市 ３０，８１９ １０，２７３

伊 予 市 ３３，０５０ １１，０１７

四 国 中 央 市 ７７，０７４ ２５，６９２

西 予 市 ３８，５９０ １２，８６４

東 温 市 ２７，９３２ ９，３１１

上 浮 穴 郡 １２，９４３ ４，３１５

伊 予 郡 ４３，８８６ １４，６２９

喜 多 郡 ２４，７７０ ８，２５７

北 宇 和 郡 ４１，６０４ １３，８６８

南 宇 和 郡 ２３，１２０ ７，７０７

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の数
（松山市選挙区にあっ
ては、同左の４０万を超
える数に６分の１を乗
じて得た数と４０万に３
分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）

松 山 市 ４１４，１９５ １３５，６７０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５３，２８５ ５１，０９５

宇 和 島 市 ４８，９３６ １６，３１２

愛 媛 県 報平成１８年３月２２日 第１７４４号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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